
 

 

令和７年度第６回白井市市民参加推進会議 
 

 

日 時：令和８年３月５日（木）    

午前９時３０分～午前１０時３０分  

場 所：白井市役所 本庁舎 ２階 

災害対策室２・３ 

 

 

次   第 

 

 

１ 開 会 

 

２ 議 題 

市民参加条例の見直しについて 

 

３ その他 

 

４ 閉 会 
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白井市市民参加条例の見直しについて 

 
 
１ 前提条件 

 本資料は、前回資料で掲示したものについてのみ記載しているため、以下の内容について 

は除いています。 

 ・字句等簡易なもの 

 ・時代にそぐわないもの等、市で前もって検討が必要なもの 

 ・署名等による直接請求に関すること 

 

２ 事務局案（現行条文に規定されているもの） 

（１）実施機関の拡大に関すること 

①現行条文 

（定義） 

第２条 （略） 

（１）～（４） （略） 

（５）実施機関 市長、教育委員会及び水道事業をいう。 

②事務局案 

対象実施機関を拡大する。（選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価

審査委員会を追記） 

③理由 

市民参加条例制定時、第６条第１項に規定する具体的な計画及び条例等が存在していな 

かったため、実施期間から外したが、今後発生する可能性や他市町村の状況を鑑み追記 

する。（白井市情報公開条例、白井市個人情報保護条例の表記と同様とする。） 
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（２）市民参加の対象に関すること 

①現行条文 

（市民参加の対象） 

第６条 （略） 

（１）市の基本構想、基本計画及び市民に関わりの深い、個別行政分野における施策

の基本方針その他の基本的な事項を定める計画の策定又は変更 

（２）市の基本理念を定める条例の制定又は改廃 

（３）市民に義務を課し、又は権利を制限する条例の制定又は改廃 

（４）市民の生活に直接かつ重大な影響を与える条例の制定又は改廃 

（５）市民の公共の用に供される大規模な施設の整備に係る基本計画等の策定又は変更

（６）その他特に市民参加を行うことが必要と認められるもの 

２ （略） 

②事務局案 

ア 憲章、宣言等について：新設する。 

イ 制度について：新設しない。 

ウ 大規模な施設の解釈：１億５千万円以上の工事と明記する。 

 

③理由 

ア 地方公共団体が定める憲章、宣言等については、一部を除き法的な拘束力があるも 

のではなく、達成すべき「共通の基準」や「目標」を掲げるものであり、市民に義 

務を課す又は権利を制限するようなものではないが、議会案件のものについては、 

広く市民の意見を取り入れるため新設する。 

イ 他市町村の条例に制度を含んでいる団体が県外に多く見られたが、対象となる具体 

例は通学区域、選挙区域、ゴミの分別等の見直しであり、市民に重大な影響を与え 

るものではないこと、また、導入することで市民参加の対象が拡大されすぎてしま 

う懸念があるため新設しない。 

ウ 議会の議決を要する案件については、通念上、市民参加を実施するべきであること。 

他市町村の解釈は概ね５億円又は１０億円以上としているが、聞き取りを行ったと 

ころ、数字に明確な根拠が見受けられなかったため解釈は現行のままとする。 
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（３）市民参加の方法の見直し 

  ①現行条文 

（市民参加の方法） 

第７条 実施機関は、前条の行政活動（同条第２項の規定により、市民参加を行わない

場合を除く。） 

を行うときは、それぞれの事案ごとに、次節から第８節までに定める市民参加の方法

のうちから適切な方法により行う。 

（意見の取扱い） 

第８条 (略) 

（意見の公表方法） 

第９条 (略) 

第２節 審議会等 

第３節 パブリック・コメント 

第４節 アンケート調査 

第５節 意見交換会 ※ 

第６節 ワークショップ ※ 

第７節 住民投票 

第８節 その他の方法 

※意見交換会とワークショップについては、位置付けがあいまいになっているとこ

ろがあり、明確にする必要がある。 

②事務局案 

現行のままとする。 

 ③理由 

 以下の理由により現行のままとする。 

・市民政策提案手続 

他市に確認を取ったところ１０年以上提案が無く形骸化していること。 

・市民会議 

市民が主体的に集まる手法となるため、個別の計画や条例について意見を募集する 

ものではないため、本条項の趣旨にはそぐわないため。 

  ・公聴会 

重要事項を決定する際、利害関係者や学識経験者から意見や知識を聴取する方法。 

審議会でも同様の効果が期待できることは、その他の方法として実施できるので特 

に明記はしない。 

・直接請求以外の署名等 

 直接請求は地方自治法で規定されているが、その対象にならない署名等による案件 

については、市民が主体となるものであるため手法には含まない。 
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（４）意見の公表方法の見直し 

①現行条文 

第９条 実施機関は、前条各号に掲げる事項を公表するときは、次に掲げる方法によ

るものとする。 

（１）市の情報公開コーナーへの配置 

（２）市の広報紙への掲載 

（３）市のホームページへの掲載 

（４）その他効果的に周知できる方法 

②事務局案 

ア 「（２）市の広報紙への掲載」は削除する。 

イ 図書館への配置を新設する。 

ウ 「その他効果的に周知できる方法」については除外する。 

  第１項の文言を必須とする表現に変更する。 

③理由 

  ア 広報しろいが月１回の発行となり、紙面上の都合もあることから、必須ではなく推 

    奨とする。 

  イ 図書館の立ち位置が曖昧であったため明記する。 

  ウ 現行だと第１項の文言では、どれかを行えば良いという表現であるため、必須とす 

る表現に変更する。変更に伴い「その他効果的に周知できる方法」については、必 

ずしも行う必要はないので除外する。 

 

（５）審議会等の市民公募委員の選考方法 

①現行条文 

②事務局案 

「市民公募委員の選考に当たっては、無作為抽出公募委員候補者登録制度により登録

された市民及び公募による市民を含めるものとする。」という内容を新設する。 

③理由 

公募を実施しても応募がないケースや、参加者の固定化、若年層や女性の参加が少ない 

ことから、多様な市民層の市政への参加を促すことを目的に、登録制度による公募につ 

いて規定する。 

 

 

 

第１１条 審議会等の委員の委嘱又は任命は、当該審議会等の設置の趣旨及び審議内

容に応じ、市民公募枠を設けるよう努めなければならない。 

２ 応募者の選考に当たっては、地域、性別、世代等に偏りが生じないよう基準を設

け、これを公表しなければならない。 
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（６）パブリック・コメントの提出期間 

①現行条文 

第１６条 (略) 

２ 実施機関は、パブリック・コメントの提出期間を２週間以上設けなければならな

い。 

②事務局案 

提出期間を「２週間以上」から「３０日以上」とする。 

③理由 

  行政手続法第３９条「意見公募手続」により、３０日以上と規定されているため。 

 

（７）市民参加推進会議の再任規定の変更 

 ①現行条文 

第２５条 (略) 

２～６ (略) 

７ 委員は、１回に限り再任されることができる。 

②事務局案 

「識見を有する者」は再任制限を設けないこととする。 

③理由 

市民については多くの市民に参加いただくこと、継続的な審議等を実施する場合がある 

ことから、現行「再任を 1回限り」としている。 

識見を有する者については、この意図は当てはまらないため、再任規定をなくすものと 

する。 
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３ 検討事項（現行条文に規定されていないもの） 

（１）無作為抽出公募委員候補者登録制度（以下「登録制度」）の追加 

①事務局案 

第１１条に「市民公募委員の選考に当たっては、無作為抽出公募委員候補者登録制度

により登録された市民及び公募による市民を含めるものする。」を新設する。 

②理由 

公募を実施しても応募がないケースや、参加者の固定化、若年層や女性の参加が少ない 

ことから、多様な市民層の市政への参加を促すことを目的に、登録制度による公募につ 

いて規定する。 

 

（２）周知方法の明文化 

①事務局案 

以下のとおり周知場所について新設する。 

・市の情報公開コーナー 

・市の図書館への配置 

・市の広報紙への掲載 

・市のホームページへの掲載 

②理由 

結果公表については、規定されていたが、周知方法についての規定はなく、ガイドライ 

ン等で定めていたため、新設する。 

なお、表現はすべての方法で行うこととするため、「その他の方法」は記載しない。 

 

（３）SNS を活用した周知、結果公表の明文化 

 ①事務局案 

明文化しない。 

 ②理由 

  他市町村の条例でも規定されている団体がなく、市の公式ではない民間の商用サービス 

の利用であることから、市で管理できるものではないため、今回は見送りガイドライン 

等で記載する。 
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（４）オンライン会議の明文化 

 ①事務局案 

明文化しない。 

②理由 

オンライン会議については、現状ほとんどの審議会で運用されており、条例の規定が無 

くても特に運用上の問題も起きていないこと、他の市町村でも明文化していないことか 

ら規定しない 

※現状オンラインでの審議会参加は出席扱いとしているが、そのことについての規定が 

ない。審議会の規定については、白井市では総務課で定めるため、市民参加条例での 

規定には該当しない可能性があるため市内部で検討する必要がある。 

    

（５）オンライン傍聴の明文化 

 ①事務局案 

明文化しない。 

 ②理由 

  他市町村でも条例ではなく要綱等で規定しているため、委員への誹謗中傷、炎上等のリ 

スクを鑑みると明文化は避ける。 

※導入するのであれば、まずは要綱等による規定で運用を試行し、問題がないようであ 

れば本格運用するほうが無難であると思われる。 



資料２－１





資料２－２




